
警 告

通学路における学生の交通マナーについて

近年、通学路における交通マナー違反の事

故が発生しています。交通事故は、被害者

加害者ともに、悲惨な結果を招きます。

学生諸君は、交通ルールを守り、通学する

よう心がけてください。

・ 単車および自転車における安全速度の順守

・ 無謀運転、蛇行運転の禁止、道路交通法、

マナーの順守

・ 自転車の無灯火運転の禁止

・ 歩行者の通行マナー順守（車道を歩かない）
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